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家庭用再生可能エネルギー設備等設置補助金を
ご活用ください

地球温暖化対策の推進を図るため、当該設備を設置する人に対し補助金を交付します。
※申請方法など詳しくは役場生活環境課環境係へお問い合わせください。

▼対象　自ら居住する（予定も含む）住宅に当該設備を設置する人

▼問合せ　役場生活環境課環境係☎295－2112 172

犬の飼い主は、狂犬病予防法により、飼い犬に対する
年１回の狂犬病予防接種が義務付けられています。
今年も忘れずに狂犬病予防接種をお願いします。

�

▼ �料金　１頭あたり3,500円（狂犬病予防注射料 2,950
円、注射済票交付手数料550円）
※お釣りのないようにご協力ください。
※新たに犬を飼った場合や、初めて登録手続きを行う場
合には、１頭あたり3,000円の登録手数料がかかります。

▼ご注意　①生後90日以内の犬は接種できません。
　②郵送されたハガキを持参してください。
　③犬を日常飼育していて、犬を抑えることができる
　　人が連れてきてください。
　④「ふん」の後始末は必ず飼い主がしてください。
　⑤首輪は抜けないようにし、手綱を短く持ってくだ
　　さい。
　⑥犬の健康状態によっては、接種をお断りすること
　　もありますので、あらかじめご了承ください。

日にち 時間 場所

４月25日
（土）

午前９時30分～11時30分 川角グラウン
ド駐車場

午後１時30分～３時30分 役場来客駐車
場

▼可能な人は動物病院での接種にご協力をお願いします
　町では、下記の病院と協定を結んでいます。接種を
受ける際、町から郵送されたハガキを持参すると、
その場で注射済票が交付されます。

　
　　

※上記以外の動物病院で狂犬病予防注射を接種した場
合は、発行された注射済証明書と町から郵送されたハ
ガキを役場生活環境課へ持参し、注射済票の交付を受
けてください。その際、550円の注射済票交付手数料
が必要です。
※注射料金は、各動物病院によって異なります。

▼ �次のような場合には手続きが必要です　
　新たに犬を飼ったとき、飼い犬が死亡したとき、飼
い主の住所が変わったとき（町外に転出した場合は、
転出先に届け出てください）、犬の所在地が変わっ
たとき、鑑

かん
札
さつ
を紛失したとき。

▼問合せ　役場生活環境課環境係☎295－2112 172

病院名 住所 電話番号
新井動物病院 前久保491－4 ☎294－0885

きくた動物病院 越生町黒岩88 ☎292－1232

ヒロ動物病院 南台3－2－18 ☎295－5454

狩野動物病院 鶴ヶ島市下新田721－7 ☎286－5200

令和８年度集合狂犬病予防注射を実施します

※補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、端数を切り捨てます。

再生可能エネルギー設備等 補助要件 補助金額

太陽光発電システム
・太陽電池容量が１キロワット以上のもの
・住宅または当該住宅と同一敷地内の付属建物の屋上
に設置するもの

１キロワット当たり
１万円

（上限５万円）

定置用リチウムイオン蓄電池
・蓄電容量が１キロワット以上のもの
・太陽光発電システム等と接続し、同システムが発電
する電力を充放電できるもの

５万円

ホームエネルギーマネジメントシス
テム（HEMS）

・ECHONET Liteを標準インターフェイスとして搭載
していること ２万円
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家庭用合併処理浄化槽
そう
設置補助金をご活用ください

生活排水を適切に処理し、河川の水質向上と公衆衛生の向上を図るため、合併処理浄化槽を設置する人に補助金を
交付します。

▼対象　公共下水道区域、公共下水道事業認可区域および農業集落排水区域を除く町内全域において、単独処理浄
化槽または汲

く
み取り便

べん
槽
そう
から、合併処理浄化槽へ転換する人

▼補助基準および補助金額
延床面積 延処理人槽 補助金額 処分費補助金 配管費補助金 上限金額

130平方メートル以内 ５人槽 36万2,000円
６万円まで 13万円まで

55万2,000円
130平方メートル超え ７人槽 44万4,000円 63万4,000円

二世帯住宅 10人槽 57万8,000円 76万8,000円

▼申込み・問合せ　役場生活環境課環境係（役場１階）窓口で申請をしてください。☎295－2112 172

家庭用生ごみ処理容器等購入費補助金をご活用ください

町では、家庭から排出される生ごみの減量の推進を図るため、家庭用生ごみ処理容器および家庭用生ごみ処理機の
購入費に対し補助金を交付しています。

▼補助基準および補助金額

※補助金の額に100円未満の端数があるときは、端数を切り捨てます。購入後１年以内に申請する必要があります。
※送料やポイント等の値引き分は、補助金対象には含まれませんので、ご注意ください。

▼問合せ　役場生活環境課環境係☎295－2112 171・172

種類 基準 補助金額

生ごみ処理容器
・電気を使用しないもの
・生ごみを堆肥化または減量化するよう設計されたもの
・臭気の発散防止となる対策が施されたもの

購入費の10分の９以内の額で、
１基につき10,000円が限度。
（１年度につき１世帯２基まで）

生ごみ処理機 ・電気を使用するもの
・生ごみを堆肥化または減量化するよう設計されたもの

購入費の２分の１以内の額で、
30,000円が限度。
（１年度につき１世帯１基まで）

毛呂山町では、公益財団法人どうぶつ基金から交付された無料不妊手術チケットを活用し、ＴＮＲ活動を行うボラ
ンティア団体が飼い主のいない猫に不妊手術を行う「毛呂山町さくらねこ無料不妊手術事業」を行っています。
ＴＮＲ活動とは、地域に住み着いている飼い主のいない猫を一時捕獲（Trap）し、不妊手術（Neuter）を行い、
元いた場所へ戻す（Return）活動です。このような活動により飼い主のいない猫がこれ以上増えないようにする
ことで、猫による生活環境被害や殺処分数を減少させることを目的としています。
詳しくは町ホームページをご覧いただくか、下記にお気軽にお問い合わせください。

▼問合せ　役場生活環境課環境係☎295−2112 171・172

毛呂山町さくらねこ無料不妊手術事業



毛呂山町では、国民健康保険税の納付を促進するため、
特別徴収（年金からの引き落とし）の世帯を除き、原
則として口座振替による納付をお願いしています。
現在、納付書で国民健康保険税を納付している人は、
安全で便利な口座振替の切り替えにご協力をお願いし
ます。手続きに必要なものをお持ちいただき、役場税
務課窓口または取扱金融機関でお手続きください。
※口座振替による納付を強制するものではありません。

▼持ち物　①口座振替申込依頼書自動払込利用申込書
（町内金融機関または役場税務課の窓口にあります）
　②預貯金通帳と届出印（口座開設時の印鑑です）
　③納税通知書（手元にある場合は持参してください）

▼問合せ　役場税務課納税係☎295−2112 194・195

国民健康保険税は安全・
便利な口座振替のご利用を

特別障害給付金制度とは、国民年金制度の発展過程に
おいて生じた特別な事情により、障害基礎年金等を受
給していない障害者の方を対象に、給付金を支給する
制度です。請求の手続きを行うことで、日本年金機構
の審査を経て支給されます。要件に該当する人は役場
住民課国保年金係にご相談ください。

▼要件　国民年金に任意加入していない期間に初診日
（※）があり、現在障害基礎年金１、２級相当の障
害に該当し、次のいずれかに該当する人
　①平成３年３月以前に任意加入対象であった学生
　②昭和61年３月以前に任意加入の対象であった被
用者（厚生年金・共済組合などの加入者）の配偶者
※初診日とは、「障害の原因となった病気やけがにつ
いて初めて医師の診療を受けた日」です。

▼問合せ　役場住民課国保年金係☎295−2112 13６

特別障害給付金制度を
ご存じですか

地域のつながりを深め、新しい仲間作りのきっかけと
して第１回毛呂山町健幸スポーツ大会を開催します。
競技経験の有無を問わず、どなたでも気軽に参加でき
るイベントですので、ぜひ、地区や事業所、友人同士
などでチームを組んでご参加ください。

▼日時　５月17日（日）　 ▼場所　毛呂山総合公園

▼内容　モルック、スカットボール、
　まっとよせて、玉入れ

▼申込み　５月１日（金）までに町公式LINE
または窓口にてお申し込みください。

▼問合せ　町スポーツ協会事務局　☎295－2112 522

第1回毛呂山町健幸スポ
ーツ大会を開催します新規教室『エンジョイボ

クシング』開講！

新たな一歩を踏み出すこの季節に、運動習慣を始めま
せんか。新規教室『エンジョイボクシング』は、自分
のペースで行うため、どなたでも参加できます。

▼日時　毎週火曜日午後２時15分～３時15分

▼場所　毛呂山総合公園体育館　 ▼対象　高校生以上

▼料金　１回750円　 ▼申込み　事前予約は不要です

▼持ち物　動きやすい服装、室内用シューズ、軍手ま
たはボクシンググローブ

▼問合せ　毛呂山総合公園☎294－7101

ゆずの里商店街加盟店で３月31日までに配布された
福引補助券２枚で福引１回にチャレンジできます！！

▼日時　４月11日（土）午前10時～午後３時

▼場所　ウィズもろやま（福祉会館）

▼問合せ　☎294−0018　岡部

ゆずの里商店街
福引抽選会を開催します
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＝毛呂山町健康マイレージ事業対象事業

春の全国交通安全運動が４月６日（月）から15日（水）
までの10日間実施されます。春は、新学期を迎え、
慣れない道路を通学する新入学児童・生徒などが安全
に通行できるように配慮したい時期です。ドライバー
の皆さんは、スピードを落とす、ゆとりを持った距離
をとるなど「思いやり運転」を心がけましょう。

▼問合せ　役場生活環境課交通防犯係☎295−2112 173

春の交通安全運動が
実施されます

赤ちゃんとの生活がみえて
くる『パパママ教室』

妊婦とパートナーを対象にした、安心してお産を迎え
るための教室です。新しいお友だちを作る機会にもな
りますのでぜひご参加ください。

▼日時　５月16日（土）、18日（月）
　午後１時30分～４時（１日のみの参加も可）

▼場所　こども家庭センター

▼内容　
　１日目／子どもとの生活が始まる前の心の準備（公
認心理師）、沐

もく
浴
よく
実習

　２日目／出産後の手続き案内、妊娠中の栄養指導（管
　理栄養士）、呼吸法・妊婦体操・乳房管理（助産師）

▼対象　妊婦とそのパートナー（１人での参加も可）

▼料金　無料

▼持ち物　母子健康手帳、筆記用具、動きやすい服装

▼申込み　４月６日（月）からこども
　家庭センターにお申し込みください
　（電話可）。

▼問合せ　こども家庭センター☎294−1800

各学童保育所で、定員の範囲内で夏季休業期間（夏休
み）のみの入所を受け付けます。必要書類をご準備の
うえ、各学童保育所へ提出をお願いします。詳細は毛
呂山町HPをご確認ください。

▼日時　夏季休業期間の月～土曜日

▼場所　各学童保育所（土曜日は場所が異なります）

▼対象　保護者が就労､ 傷病､ 介護､ 妊娠出産等に該
当する世帯

▼料金　利用期間や、兄弟姉妹の在籍の有無等により
異なります。

▼申込み　５月11日（月）～16日（土）
　正午～午後６時30分

▼問合せ　役場子ども課保育係☎295−2112 141

学童保育所では、保護者が仕事等で朝早く自宅を出る
家庭のために、小学校の登校開始前にお子さんが安心
して過ごせる場所を提供しています。

▼日時　学校のある月～金曜日　午前７時～８時

▼場所　各学童保育所

▼対象　町立小学校に通う児童で､ 保護者の仕事等に
より登校班での登校が困難な児童

▼料金　250円／１回

▼申込み　利用する日の前月20日までに、
各学童保育所に予約の連絡をしてください。学童保
育所の利用者以外は、事前に登録が必要です。詳細
は毛呂山町HPをご確認ください。

▼問合せ　役場子ども課保育係☎295−2112 141

夏季休業期間（夏休み）
の学童入所について

学童保育所　小学生の
朝の居場所づくり
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